
１　議案

議案第２号　直接請求に必要な選挙人の数について

議案第３号　福岡市議会議員一般選挙における選挙運動に関する

収支報告書の要旨について

２　報告事項

① 選挙人名簿登録者数について

② 在外選挙人名簿登録者数について

③ 令和６年度当初予算案について

３　その他

今後の委員会開催予定日時

・令和６年３月21日（木）　午前10時30分

・令和６年４月５日（金）　午前10時30分

・令和６年４月22日（月）　午前10時30分

議 題

３月５日（火）　午前10時30分

令和６年　第５回　福岡市選挙管理委員会



議案第２号

直接請求に必要な選挙人の数について

　地方自治法の規定による直接請求、市町村の合併の特例に関する法律の規定による合併

協議会設置の請求及び合併協議会設置のための選挙人の投票の実施の請求並びに地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の規定による教育長又は委員の解職請求に必要な選挙人

の数を、令和６年３月１日現在の選挙人名簿に基づき次のように定め、告示するもの。

　　令和６年３月５日

福岡市選挙管理委員会

 委 員 長　　　稲　　員　　大 三 郎

１　地方自治法第74条及び第75条並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条及び第５

　条に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数

26,172 人

２ 　市町村の合併の特例に関する法律第４条及び第５条に規定する選挙権を有する者の総

数の６分の１の数

218,097 人

３　地方自治法第76条、第81条及び第86条（区選挙管理委員に係る請求を除く。）並びに

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条に規定する選挙権を有する者の総数の

　80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３

　分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

263,573 人

４　地方自治法第80条及び第86条（区選挙管理委員に係る請求に限る。）に規定する選挙

　権を有する者の総数の３分の１の数

　東　区 人

　 博多区 人

　 中央区 人

　 南　区 人

　 城南区 人

　 早良区 人

　 西　区 人

（理由）

　地方自治法第74条第５項、第75条第６項、第76条第４項、第80条第４項、第81条第２

項及び第86条第４項、市町村の合併の特例に関する法律第５条第30項並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第２項の規定による。

56,715

60,345

86,980

67,764

56,416

72,945

35,031

1



（参 考）

１　直接請求の内容について

(1) 地方自治法第74条

条例の制定又は改廃の請求（1/50）

(2) 地方自治法第75条

監査請求（1/50）

(3) 地方自治法第76条

議会の解散請求（80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

(4) 地方自治法第80条

議員の解職請求（1/3）

(5) 地方自治法第81条

長の解職請求（80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

(6) 地方自治法第86条

① 副市長、市選挙管理委員、監査委員の解職請求

（80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

② 区選挙管理委員の解職請求（1/3）

(7) 市町村の合併の特例に関する法律第４条及び第５条

① 合併協議会の設置の請求（1/50）

② 合併協議会設置のための投票の実施の請求（1/6）

(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条

教育長、教育委員の解職請求（80万を超える数×1/8＋40万×1/6＋40万×1/3）

２　計算式

　１について

　　全　市 × 1/50 ＝ 26,171.58 → 26,172

　２について

　　全　市 × 1/6　＝ 218,096.50 → 218,097

　３について

　　全　市  ( － 800,000 ）× 1/8 ＋ 400,000 × 1/6

× 1/3  ＝ 263,572.37 → 263,573

　４について

　　東　区 × 1/3  ＝ 86,979.66 → 86,980

　　博多区 × 1/3  ＝ 67,763.33 → 67,764

　　中央区 × 1/3  ＝ 56,415.33 → 56,416

　　南　区 × 1/3  ＝ 72,945

　　城南区 × 1/3  ＝ 35,030.33 → 35,031

　　早良区 × 1/3  ＝ 60,344.33 → 60,345

　　西　区 × 1/3  ＝ 56,715

※ 端数は切り上げる。

169,246

218,835

105,091

181,033

170,145

203,290

1,308,579

1,308,579

1,308,579

＋ 400,000 

260,939
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議案第３号 

 福岡市議会議員一般選挙における選挙運動に関する収支報告書の要旨について

 令和５年４月９日執行の福岡市議会議員一般選挙における選挙運動に関する収支報告書

について、候補者２人の各出納責任者から訂正の届出があったので、令和５年福市選管告

示第17号により告示した要旨を次のように改め、公表する。

令和６年３月５日

 福岡市選挙管理委員会

  委 員 長  稲  員  大 三 郎

１ 東区選挙区候補者阿部正剛の第１回報告分を次のように改める。 

別紙１のとおり

２ 中央区選挙区候補者阿部秀樹の第１回報告分を次のように改める。 

別紙２のとおり

（理由）

 選挙運動に関する収支報告書について訂正の届出があったことに伴い、公職選挙法第192

条第１項の規定により公表した要旨（令和５年福市選管告示第17号）を改める必要がある

ため。
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（別紙１）

１　選挙の種類 令和５年４月９日執行

福岡市議会議員一般選挙（東区選挙区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

　 （法定選挙運動費用額） 円

３　報告書の要旨

日本維新の会

大　塚　伸　一

収入 支出
主たる寄附 円
氏名、団体名 職業 　　 寄附額 人件費 195,000

円 家屋費 30,949
福岡維新の会 500,000 　選挙事務所費 30,949
あべ正剛を支援する会 14,999 　集合会場費 0

通信費 0
交通費 0
印刷費 798,600
広告費 422,711
文具費 0
食糧費 65,041
休泊費 51,500
雑　費 0

その他の寄附 0 件 0
その他の収入 1,200,000

今回計 1,714,999 今回計 1,563,801
前回計 － 前回計 －
総　計 1,714,999 総　計 1,563,801

支出のうち公 ビラの作成 61,840 円

費負担相当額 ポスターの作成 423,500 円

485,340 円

報告書受理年月日 第１回 報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

6,907,800

候 補 者 氏 名 阿 部 正 剛 所 属 党 派
期　間

２月13日から
４月23日まで

第１回分
出納責任者氏名

項 目 金額

計

令和５年４月24日
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（別紙２）

１　選挙の種類 令和５年４月９日執行

福岡市議会議員一般選挙（中央区選挙区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

　 （法定選挙運動費用額） 円

３　報告書の要旨

日本維新の会

阿　部　則　子

収入 支出
主たる寄附 円
氏名、団体名 職業 　　 寄附額 人件費 55,000

円 家屋費 0
福岡維新の会 500,000 　選挙事務所費 0

　集合会場費 0
通信費 90,970
交通費 15,950
印刷費 868,020
広告費 418,825
文具費 0
食糧費 0
休泊費 0
雑　費 0

その他の寄附 0 件 0
その他の収入 1,500,000

今回計 2,000,000 今回計 1,448,765
前回計 － 前回計 －
総　計 2,000,000 総　計 1,448,765

支出のうち公 ビラの作成 60,720 円

費負担相当額 ポスターの作成 807,300 円

868,020 円

報告書受理年月日 第１回 報告分

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

7,282,400

候 補 者 氏 名 阿 部 秀 樹 所 属 党 派
期　間

３月２日から
４月10日まで

第１回分
出納責任者氏名

項 目 金額

計

令和５年４月22日
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（関係法令） 

 

○公職選挙法 

 

 （選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出） 

第189条 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出

について、第185条第１項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第１項の領収書その他の支

出を証すべき書面の写し（同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたと

きは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した

書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であって当該支出の金額及び年月日を記載したも

のの写し）を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙

管理委員会（参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）に提出しなければな

らない。 

 一 当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日

まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併

せて精算し、選挙の期日から15日以内に 

 二 前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びそ

の他の収入並びに支出がなされた日から７日以内に 

２ 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。 

３ 第１項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。 

 

 （報告書の公表、保存及び閲覧） 

第192条 第189条の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管

理委員会（参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）は、総務省令の定める

ところにより、その要旨を公表しなければならない。 

２ 前項の規定による公表は、中央選挙管理会にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会

にあつては都道府県の公報により、市町村の選挙管理委員会にあつてはそのあらかじめ告示をも

つて定めたところの周知させやすい方法によつて行う。 

３ 第189条の規定による報告書は、当該報告書を受理した選挙管理委員会又は中央選挙管理会にお

いて、受理した日から３年間、保存しなければならない。 

４ 何人も、前項の期間内においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（参議院

比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）の定めるところにより、報告書の閲覧を

請求することができる。 
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○公職選挙法施行規則

 （要旨の公表の様式） 

第24条 前条の規定によつて提出された報告書の要旨を法第192条第１項及び第２項の規定によつ

て公表する場合は、別記第32号様式に準じてしなければならない。 

第32号様式（報告書の要旨の公表の様式） 
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報告事項２

２月21日～３月５日区委員会議決分　

区 分
前回

登録者数
前回以降の

新規登録者数
前回以降の

登録移転者数
前回以降の
抹消者数

今回
登録者数

東 区 131 0 0 2 129

博 多 区 100 0 0 0 100

中 央 区 147 0 0 0 147

南 区 145 0 0 0 145

城 南 区 78 0 0 0 78

早 良 区 116 0 0 2 114

西 区 77 0 0 0 77

福岡市計 794 0 0 4 790

在外選挙人名簿登録者数について
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報告事項３
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